
こ
れ
ま
で
の
医
療
保
険
分
は
医
療

保
険
分
と
後
期
高
齢
者
支
援
分
へ

こ
れ
ま
で
、
国
民
健
康
保
険
料
は
、

国
保
被
保
険
者
の
医
療
費
の
給
付
に

使
わ
れ
る
費
用
な
ど
の
た
め
の
「
医

療
保
険
分
」
と
、
介
護
保
険
の
給
付

に
使
わ
れ
る
費
用
な
ど
の
た
め
の

「
介
護
保
険
分
」
で
構
成
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
し
て
、
国
民
健
康
保
険

に
加
入
す
る
高
齢
者
の
老
人
医
療
費

は
、「
医
療
保
険
分
」
に
含
ま
れ
て

い
ま
し
た
。

平
成
20
年
度
か
ら
、
老
人
保
健
制

度
に
代
わ
っ
て
、
新
た
に
「
長
寿
医

療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）」

こ
れ
ま
で
の
国
民
健
康
保
険
料
は
、
医
療
費
の
給
付
に
使
わ
れ
る
「
医
療
保
険
分
」
と
介
護
保
険
の
給
付
に
使
わ
れ
る
「
介

護
保
険
分
」
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、「
医
療
保
険
分
」
に
は
老
人
医
療
費
へ
の
拠
出
分
が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
平
成
20
年
度

か
ら
は
、
長
寿
医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）
が
は
じ
ま
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
新
た
に
「
後
期
高
齢
者
支
援
分
」
を
算

定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
料
は
「
医
療
保
険
分
」、「
後
期
高
齢
者
支
援
分
」、「
介
護
保
険

分
」
の
３
つ
の
要
素
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

が
創
設
さ
れ
、
そ
の
制
度
を
支
援
す

る
た
め
に
、
75
歳
未
満
の
人
は
「
後

期
高
齢
者
支
援
分
」
と
し
て
保
険
料

を
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す

る
介
護
保
険
２
号
被
保
険
者
が
負
担

す
る
「
介
護
保
険
分
」
に
つ
い
て
は

変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

保
険
料
は
世
帯
主
が
納
め
ま
す

保
険
料
を
納
め
る
義
務
は
世
帯
主

に
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
世
帯
主

が
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
な

く
て
も
、
世
帯
の
中
に
ひ
と
り
で
も

被
保
険
者
が
い
れ
ば
、
納
付
通
知
書

は
世
帯
主
に
送
ら
れ
ま
す
。

世
帯
主
が
長
寿
医
療
制
度
（
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
）
の
被
保
険
者
の

場
合
も
同
様
で
す
。

40
歳
未
満
の
人
の
場
合

医
療
保
険
分
と
後
期
高
齢
者
支
援

分
を
納
め
ま
す
。
介
護
保
険
分
の
負

担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

40
歳
以
上
65
歳
未
満
の
人

（
介
護
保
険
の
２
号
被
保
険
者
）

医
療
保
険
分
、
後
期
高
齢
者
支
援

金
分
、
介
護
保
険
分
を
納
め
ま
す
。

65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
人

（
介
護
保
険
の
１
号
被
保
険
者
）

医
療
保
険
分
と
後
期
高
齢
者
支
援

分
を
国
保
料
と
し
て
納
め
る
ほ
か
、

介
護
保
険
料
は
別
に
納
め
ま
す
。

※
平
成
20
年
度
か
ら
、
世
帯
内
の
国

保
被
保
険
者
全
員
が
65
歳
以
上
75
歳

未
満
の
場
合
、
保
険
料
は
世
帯
主
の

年
金
か
ら
特
別
徴
収
（
天
引
き
）
さ

れ
ま
す
。
た
だ
し
、
次
の
場
合
は
、

普
通
徴
収
に
な
り
ま
す
。

●
世
帯
主
が
国
保
被
保
険
者
以
外
の

場
合

●
世
帯
主
の
年
金
が
年
額
18
万
円
未

満
の
場
合

●
介
護
保
険
料
と
合
わ
せ
た
徴
収
額

が
年
金
額
の
２
分
の
１
を
超
え
る

場
合

※
年
度
内
に
65
歳
ま
た
は
75
歳
を
迎

え
る
国
保
被
保
険
者
が
世
帯
内
に
お

ら
れ
る
場
合
は
、
そ
の
年
度
は
普
通

徴
収
に
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

長
門
市
役
所
　
市
民
福
祉
部

市
民
課
　
国
保
年
金
医
療
係

TEL
23
‐
１
１
４
３
　



所
得
の
申
告
が
お
済
み
で
、
左
記

の
表
に
該
当
す
る
場
合
は
、
保
険
料

の
う
ち
、
均
等
割
額
と
平
等
割
額
が

減
額
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
平
成
20
年

度
か
ら
「
２
割
軽
減
」
の
申
請
は
不

要
に
な
り
ま
し
た
。

◆
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
と
は

長
寿
医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
）
の
被
保
険
者
の
う
ち
、
次

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
人
を
い
い

ま
す
。
な
お
、
こ
の
資
格
は
、
長
寿

医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）

に
加
入
し
た
月
以
後
、
５
年
を
経
過

す
る
月
ま
で
に
限
ら
れ
ま
す
。

①
長
寿
医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
）
加
入
前
は
国
保
の
被
保

険
者
で
あ
っ
た
人

②
長
寿
医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
）
加
入
時
の
国
保
世
帯
主

と
、
そ
れ
以
後
も
同
一
の
世
帯
に

属
す
る
人
（
世
帯
主
は
継
続
す
る

こ
と
が
条
件
で
す
）

◆
正
し
い
所
得
の
申
告
を

保
険
料
の
所
得
割
額
は
、
前
年
の

所
得
を
基
に
決
め
ら
れ
ま
す
。
事
業

の
健
全
な
運
営
を
図
る
た
め
に
も
、

正
し
い
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
で
は
、
給
付
の
際

に
所
得
に
応
じ
た
軽
減
措
置
が
あ
り

ま
す
が
、
申
告
を
し
て
い
な
い
と
、

軽
減
が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

人
間
ド
ッ
ク
・
歯
科
健
診
で
健
康
生
活
を
！

所
得
が
少
な
い
人
の
軽
減
措
置

４
月
以
降
、
75
歳
以
上
の
人
は
長

寿
医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
）
に
移
行
し
、
新
制
度
の
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
伴
っ
て
、
国
民
健
康
保
険
加

入
者
の
保
険
料
負
担
が
急
に
増
え
る

こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
次
の
よ
う
な

軽
減
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
制
度
創
設
に
よ
り

国
保
単
身
世
帯
と
な
る
人

制
度
の
創
設
に
と
も
な
い
、
75
歳

以
上
の
人
が
新
制
度
に
移
行
さ
れ

た
、
ま
た
は
、
今
後
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
国
保
単
身
世
帯
と
な
る
場
合
、

５
年
間
は
世
帯
に
賦
課
さ
れ
る
「
医

高
齢
者
医
療
制
度
の
創
設
に
伴
う

保
険
料
の
軽
減
措
置

療
分
」
と
「
後
期
高
齢
者
医
療
支
援

分
」
の
平
等
割
額
が
半
額
に
な
り
ま

す
。
な
お
こ
の
軽
減
は
、
移
行
さ
れ

た
人
が
前
述
の
特
定
同
一
世
帯
所
属

者
の
場
合
に
限
ら
れ
ま
す
。

◆
被
用
者
保
険
の
被
保
険
者
が
新
制
度

に
移
行
し
、
そ
の
被
扶
養
者
が
新

た
に
国
保
へ
加
入
さ
れ
る
場
合

75
歳
以
上
の
人
が
会
社
の
健
康
保

険
な
ど
の
被
用
者
保
険
被
保
険
者
か

ら
新
制
度
の
被
保
険
者
に
移
行
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
被
扶
養
者
が

新
た
に
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

と
な
っ
た
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
保

険
料
の
軽
減
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

平
成
20
年
度
の
「
人
間
ド
ッ
ク
」
お

よ
び
「
歯
科
健
康
診
断
」
の
受
付
を
６

月
23
日
（月）
か
ら
行
い
ま
す
。
定
員
に
な

り
次
第
締
め
切
り
ま
す
の
で
お
早
め
に

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
定
員

人
間
ド
ッ
ク
　
　
50
人

歯
科
健
康
診
断
　
110
人

■
対
象

人
間
ド
ッ
ク
　
国
民
健
康
保
険
の
被
保

険
者
で
30
歳
以
上
40
歳
未
満
の
人

歯
科
健
康
診
断
　
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険
者
で
30
歳
以
上
75
歳
未
満
の
人

■
検
査
費
用
（
本
人
負
担
額
）

○
総
合
　
　
　
　
　
４
、
８
８
０
円

○
内
科
＋
眼
底
検
査
４
、
６
８
０
円

○
内
科
系
　
　
　
　
４
、
５
０
０
円

○
眼
科
系
　
　
　
　
　
　
９
６
０
円

○
歯
科
系
　
　
　
　
　
　
２
６
０
円

本
人
負
担
額
は
、
検
査
費
用
の
15
％

で
す
。
た
だ
し
、
平
成
20
年
４
月
１
日

か
ら
平
成
21
年
３
月
31
日
の
間
に
、
人

間
ド
ッ
ク
の
場
合
は
満
30
歳
、
35
歳
に

な
ら
れ
る
人
、
歯
科
健
康
診
断
の
場
合

は
、
満
30
歳
、
35
歳
、
40
歳
、
45
歳
、

50
歳
、
55
歳
、
60
歳
、
65
歳
、
70
歳
に

な
ら
れ
る
人
は
、
節
目
健
診
と
し
て
無

料
（
国
保
が
全
額
負
担
）
に
な
り
ま
す
。

■
健
診
項
目

●
医
科

血
圧
、
検
尿
、
検
便
、
末
梢
血
、
血

液
化
学
、
血
沈
、
心
電
図
、
眼
底
、
眼

圧
、
胃
・
十
二
指
腸
Ｘ
線
ま
た
は
内
視

鏡
検
査
な
ど

●
歯
科

口
腔
清
掃
、
歯
石
沈
着
、
歯
周
疾
患
、

不
正
咬
合
、
口
腔
粘
膜
疾
患
な
ど

■
申
込
方
法

印
鑑
と
被
保
険
者
証
を
持
参
の
上
、

国
保
年
金
医
療
係
か
各
支
所
、
各
出
張

所
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
申
込
内
容
に
従
い
「
利
用
券
」
を
ご

自
宅
に
郵
送
し
ま
す
の
で
、
医
療
機
関

へ
予
約
の
上
、
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

■
医
療
機
関

●
医
科

長
門
総
合
病
院
、
岡
田
病
院
、
斎
木

病
院
、
天
野
内
科
胃
腸
科
医
院
、
俵
山

病
院
、
福
永
病
院
、
半
田
内
科
ク
リ
ニ

ッ
ク
、
福
永
医
院
、
持
山
外
科
整
形
外

科
医
院
、
吉
村
内
科
、
友
近
内
科
循
環

器
科
医
院
、
國
司
眼
科
医
院

●
歯
科

上
野
歯
科
医
院
、
近
藤
歯
科
医
院
、

杉
山
歯
科
医
院
、
田
中
歯
科
医
院
、
丹

下
歯
科
仙
崎
診
療
所
、
な
か
む
ら
歯
科

医
院
、
西
嶋
歯
科
医
院
、
西
村
歯
科
医

院
、
吉
村
歯
科
医
院
、
重
田
歯
科
医
院
、

藤
井
歯
科
医
院
、
藤
本
歯
科
医
院
、
西

島
歯
科
医
院
（
日
置
）、
村
岡
歯
科
医
院
、

吉
村
歯
科
医
院
（
三
隅
）

■
問
い
合
わ
せ

市
民
課
　
国
保
年
金
医
療
係

TEL
23
‐
１
１
４
３

こ
の
軽
減
措
置
は
、
２
年
間
、
65

歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
人
に
適
用
さ

れ
、
そ
の
人
に
対
し
て
算
定
さ
れ
る

所
得
割
と
資
産
割
が
免
除
さ
れ
る
と

と
も
に
、
被
保
険
者
均
等
割
が
半
額

と
な
り
、
さ
ら
に
、
世
帯
に
お
い
て

被
保
険
者
が
一
人
の
場
合
は
、
世
帯

別
の
平
等
割
も
半
額
に
な
り
ま
す
。

（
右
頁
図
例
（1）
、
（2）
参
照
）

・
減
免
の
申
請
に
つ
い
て

平
成
20
年
度
の
保
険
料
算
定
を
６

月
中
に
行
い
ま
す
が
、
減
免
前
の
保

険
料
額
を
計
算
し
た
後
、
５
割
、
７

◆軽減の種類

◆
申
請
に
よ
り
減
免
さ
れ
ま
す

国
民
健
康
保
険
料
に
つ
い
て
は
、

長
門
市
の
条
例
で
そ
の
減
免
に
つ
い

て
規
定
さ
れ
、
要
綱
の
規
定
に
よ
り

運
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
要
綱
に

よ
る
減
免
の
対
象
は
次
の
と
お
り
で

す
。
該
当
さ
れ
る
場
合
は
、
市
役
所

国
保
年
金
医
療
係
ま
で
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

●
火
災
・
風
水
害
・
震
災
等
に
あ
わ

れ
た
世
帯

①
災
害
等
に
よ
り
障
害
の
認
定
を
受

け
ら
れ
た
場
合

②
災
害
等
に
よ
り
財
産
等
を
３
割
以

上
失
わ
れ
た
場
合

③
冷
害
・
干
害
等
で
農
作
物
被
害
額

が
平
年
の
３
割
以
上
に
及
ん
だ
場

割
の
法
定
減
免
額
を
確
認
し
、
異
動

届
の
際
の
「
資
格
喪
失
証
明
書
」
に

よ
り
、
こ
の
制
度
に
該
当
し
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
た
人
に
は
、
申
請

を
お
願
い
す
る
通
知
を
し
ま
す
。

申
請
を
さ
れ
る
と
、
資
格
発
生
月

に
さ
か
の
ぼ
っ
て
減
免
を
行
い
ま

す
。
ま
た
、
こ
の
制
度
に
該
当
す
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
別
の
理
由
に
よ

る
異
動
の
届
出
で
資
格
取
得
さ
れ
て

い
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
よ
く
わ
か

ら
な
い
場
合
は
窓
口
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
の
減
免
措
置
に
つ
い
て

合
※
②
及
び
③
の
場
合
、
前
年
の
所
得

金
額
に
よ
り
該
当
し
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

●
失
業
・
休
廃
業
・
疾
病
等
に
よ
り

前
年
の
所
得
金
額
に
対
し
、
３
割

以
上
が
減
に
な
る
と
見
込
ま
れ
、

か
つ
、
そ
の
見
積
額
が
生
活
保
護

法
に
よ
る
生
活
扶
助
基
準
額
等
の

1.1
倍
を
超
え
な
い
世
帯

●
法
律
に
よ
り
、
収
監
・
拘
禁
を
受

け
る
人

※
前
年
の
合
計
所
得
金
額
に
よ
り
該

当
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

市
民
課
　
国
保
年
金
医
療
係

TEL
23
‐
１
１
４
３
　


